
  

【会議録】 

会議名 令和元年度 第１回鹿屋市スポーツ推進審議会 

日時 令和元年 11月 18日（月） 14時 00分～15時 00分 

会場 401会議室 

出席者 

  

委員  原口委員、森委員、堀内委員、安達委員、八木委員 

髙橋委員、北村委員、大平委員 

市民スポーツ課  川越課長、上椙補佐、黒木主事補 

議 事 

内 容 

（１） 令和元年度市民スポーツ課の施策進捗について 

（２） 鹿屋市民の運動・スポーツ活動に関する調査の実施について 

（３） その他 

結 果 

まとめ 

・委員の変更について、鹿屋市中学校体育連盟会長の交代に伴い、上村元委員から大 

平委員に鹿屋市スポーツ推進審議会委員を変更することが了承された。 

・議題（１）について、令和元年度市民スポーツ課の施策進捗について了承された。 

・議事（２）について、鹿屋市民の運動・スポーツ活動に関する調査の実施について

了承された。 

概要 

主な意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な質疑等】 

議事（１）令和元年度市民スポーツ課の施策進捗について 

委員 

2019年度整備で西原健康運動公園の地質調査が令和元年 9月で終わっていること 

になっているが、その後どうなっているのか。 

事務局 

地質調査は 9月で完了した。 

結果は軟弱地盤が含まれており、現在、検討しているところである。  

委員 

対応には時間がかかると思うが、その間の施設の対応はどうするのか。 

事務局 

 指定管理者と協議し、対応を検討していきたい。 

 

委員 

 色々なスポーツがあるが、数種類のスポーツしか取り上げていないように感じる。 

 もっと様々な競技、特に室内競技にも目を向けてほしい。 

事務局 

 バレーボールやバスケットボールなどの室内競技の大会等を実施していきたい。 

 鹿屋体育大学の学生に地域に出てやってもらう等の取組を進めたい。 

 

委員 

 西原健康運動公園テニス場の排水が悪く、雨が降ったら 8 面あるテニスコートの

多くが使えない。 

委員 

  レーキで水を抜く等の対応でどうにかできないのか。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

  砂などが詰まっていて、芝が浮いている。補修はよくしてくれているが人工芝が

悪くなっている。 

 

委員 

九州大会、全国大会に出場する際の支援はとても有難いが、保護者の負担が大き 

いので、もう少し支援を増やしてもらうことはできないか。 

事務局 

  昨年度、支援者が 800人を超え、金額も大きな額となっている。これ以上の増額 

は厳しいと考える。 

 

 

委員 

先日 11月 9日にパラスポーツフェスタを行ったが、障がい者の方が何名いたのか。 

事務局 

  正確な人数は把握していないが、参加人数が障がい者、健常者含め延べ約 800名。 

実数は約 300名で障がい者の方が約 100名は参加している。 

 

議事（２）鹿屋市民の運動・スポーツ活動に関する調査の実施について 

委員 

  小学生のスポーツ少年団に加入している子供たちに体力測定をさせているが、ど

のような目的があるのか。 

事務局 

体力の現状を把握することを目的としている。また、調査結果は県や全国に報告 

し、分析にも役立てている。 

加えて、今現在、年に 1回しか行うことができていないが、本来は 4月初めと年 

 度末に行い、1年間でどれだけ変化があったか確かめ、指導者が伸びている分野、 

 弱みである分野を把握し、子供たちに教えてあげてほしい。 

委員 

 どのスポーツ少年団に体力テストの案内を出しているのか。 

事務局 

 すべての少年団に案内を出している。 

委員 

 結果報告はどのようにおこなうのか。 

委員 

 体力測定の結果に応じてランク付けをし、市から渡してもらっている。 

 

 

 

 



  

 

 

 

議事(３) その他 

委員 

 少年団の練習のあり方について、一生懸命やることはいいことであるが、少年団

活動が長く、家に帰ると深夜になっており、宿題等やらないケースが見られる。ま

た、週末は試合等があり、休日に時間を作ることができておらず、子供が進んで少

年団活動をしているのか疑問である。 

委員 

少年団の活動は週に３回 17:00～19:00と時間も決められている。 

強くなり、勝てるようになると長く時間をとって少年団活動をやってしまう傾向

にある。 

校長先生などが活動時間について言うべきである。 

また、遠くや隠れて遅くまで活動をしているところもあり、対応が必要である。 

29日スポーツ少年団本部委員会で改めて説明をする。 

委員 

 クラブとスポーツ少年団で時間は違うのか。 

 クラブでは指導者も仕事があり、夜にしか行うことができない。 

 また、親の責任で子供を連れてくる。 

委員 

 基本的な考えは同じである。 

委員 

  スポーツ少年団とクラブを一緒に考えてはいけない。 

委員 

定規で活動時間等を線引きしてはいけないと思う。 

柔軟に対応してほしい。 

 

 


